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岐阜県では、地域の実情に即した精神障がい者の地域生活支援体制を整えていくため、
保健所を中心とした精神障がい者の支援や関係機関との連携強化に取り組んでいる。

一方で、県レベルでは、保健・医療・福祉関係者による協議の場において、圏域レベ
ルでは、まだ取組が進んでいないピアサポート活動や住まいの確保などの推進を図り、
これから各圏域での取組に繋がるよう連携を図りたい。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート

保健所を中心とした各圏域の実情に応じた
支援体制の構築推進

岐阜県（モデル圏域 中濃、飛騨）
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岐阜県

１ 県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）

岐阜県

取組内容

・保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催

・構築推進サポーターの活用

・ピアサポート支援活動の推進
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場の設置状況（R5年3月時点）

1

（自立支援）協議会の開催頻度（R4年度）

精神領域に関する議論を
行う部会の有無

有
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（自立支援）協議会の開催頻度
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障害保健福祉圏域

市町村
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構築支援事業（厚労省）
広域アドバイザー
※モデル圏域に限る

2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

岐阜県

地域自立支援協議会

Aさんの
個別支援会議

○○部会

△△部会

事務局（市町村）全体会

岐阜県障がい者総合支援懇話会

連
携

岐

阜

県

相談支援部会
(市町村への助言・指導、
圏域内の調整を含む)

人材育成
部会

市
町
村

岐

阜

県

専
門
部
会

Bさんの
個別支援会議

専
門
部
会

専
門
部
会

各圏域支部

地域生活支援事業部会 相談・居住支援部会

就労・雇用支援部会 療育・医療的ケア部会

事務局（県事務所）

事務局（障害福祉課）

全体会

重症心身障がい・
医療的ケア部会
（事務局：

医療福祉連携推進課）

全体会（懇話会）

事務局
（保健所）

各
圏
域

各
圏
域

精神障がいケア部会
（名称は、市町村によって異なる）

市
町
村

ꓽ 保健・医療・福祉関係者による協議の場
の位置づけ

※ 市町村の保健・医療・福祉関係者による
協議の場の設置率：４８％

２０市町村／４２市町村（R4年度末）
※

構築推進サポーター
※県密着アドバイザーと兼務

連携
バックアップ

連携
バックアップ

＜県密着アドバイザー＞
・保健分野２名
・医療分野２名
・福祉分野３名 計７名（予定）

バックアップ

岐阜県アドバイザー組織
【全体コア会議】
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３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

岐阜県

「精神障がい者地域移行
ピアサポート事業」開始

・相談事業所におけるピアサポーターの活用

地域移行推進会議の開催
（県保健所7か所）

【実施保健所数1】
活動ピアサポーター数10人

保健所が中心となり、地域関係者の連携、課
題や方針の共有を行うことで、危機介入時か
ら地域移行を想定した地域の関わりや地域移
行後の病状悪化予防の支援体制の構築推進
を図ってきた。

平成30年 措置入院者の退院後支援

平成24年

令和3年 【実施保健所数2】
活動ピアサポーター数9人

令和4年

「精神障がい者ピアサポート
活動推進」開始

・支援者向け研修会の開催
・当事者向け勉強会の開催
・普及啓発交流促進事業（リカバリーフォーラム）
・アウトリーチ型ピアグループ支援

各圏域に保健・医療・福祉関係者による協議の場の
設置

令和2年

令和3年

県レベルの保健・医療・福祉関係者
による協議の場の設置

構築支援事業への参加

令和4年 構築推進サポーターの活用

入院者訪問支援事業準備期間令和5年
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岐阜県

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R4年度当初）

実績値
（R4年度末）

具体的な成果・効果

①ピアサポーター登録者数 １９人以上 ９人 精神科病院（長期入院者）への働きかけ促
進

ピアサポーター活動の活性化、協議の場へ
の参画機会の増加

②構築推進サポーター（県密着アドバイザー）
の圏域支援回数（延べ人員）

８回 ３８回 圏域及び市町村の協議の場の設置及び運
営の充実
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岐阜県

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
＜保健所による地域の特性を生かした取り組みの推進＞

・精神保健福祉に関わる管内の機関と連携を密に図ってきたこれまでの経緯から、地域移行支援や精神障がい者の支援について関係機関の協力
体制がある。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

市町村における保健・医療・福
祉関係者による協議の場が約
半数で未設置

圏域における保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場等を通じて、市町村の取組を
バックアップする。

行政
協議の場の設置に向けた関係機関への説明、
根回し等の実施

医療
協議の場への参画及び医療と連携した事業や
支援の実施

福祉
協議の場への参画及び障害福祉と連携した事
業や支援の実施

その他関係機関・住民等 協議の場への参画等

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和５年度末）

見込んでいる成果・効果

①構築推進サポーター（県密着アドバイザー）の
圏域支援回数（延べ人員）

３８回 ３８回以上 圏域及び市町村の協議の場の設置及び運営
の充実
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岐阜県

６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
県の協議の場として、岐阜県障がい者総合支援懇話会の専門部会に協議の場（精神障がい地域包括ケア推進部会）を位置

付け、既存の会議体との連携及び各圏域における協議の場との連動を図る。

所管部署名 所管部署における主な業務

県庁保健医療課

・にも包括構築に係る総合調整
・各圏域のにも包括構築に係るバックアッ
プ（県密着アドバイザー兼構築推進サ
ポーターの派遣）
・県レベルの協議の場の事務局

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署名 連携部署における主な業務

県庁障害福祉課
障害福祉施策全般の総合調整
岐阜県障がい者総合支援懇話会事務局

県庁住宅課
住宅セーフティネット制度
居住支援協議会の運営

各部門の連携状況 強み・課題等

保健
各保健所における個別事例ケア会議の開催
保健所地域移行推進会議の実施
精神保健福祉事業企画会議の実施

保健所を中心とした精神保健に係る関係機関との連携体制（強
み）

その他関係機関・住民等

居住支援法人との連携
ピアサポートグループとの連携

にも包括を切り口に体制整備を進めたことで、住宅支援部局と
の連携が構築されつつある。

当事者グループとの連携により、県レベルの協議の場では当事
者の参画が得られている。
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岐阜県

７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

名称 協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等（課題・強み等）

精神障がい地域包
括ケア推進部会

保健・医療・福祉関係者
当事者等

１回／年

各圏域における取組状況
住まいの確保
ピアサポート事業
について協議

合同コア会議
広域アドバイザー、県密着ア
ドバイザー、モデル圏域保健
所、県庁

３回／年
圏域へのバックアップの打
ち合わせ、取り組みの振り
返り
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岐阜県

８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

時期（月） 実施する項目 実施する内容

R5年5月

R5年7月

R5年8月

R5年9月

R5年12月

R6年3月

構築支援事業の調整

全体コア会議の開催

【県レベル】保健・医療・福祉
関係者による協議の場の開
催

ピアサポート支援者向け研
修会

リカバリーフォーラムの開催

ピアサポート当事者向け勉
強会

地域移行・地域定着関係職
員に対する研修会

まとめ

・構築支援事業モデル圏域の打ち合わせ・調整（保健所等）
県密着アドバイザーの推薦（説明・依頼）
・広域アドバイザー、県密着アドバイザー、モデル圏域保健所、県庁が
参加する全体コア会議の開催
・県レベルの保健医療福祉関係者による協議の場の開催（事務局：県
庁）（入院者訪問支援事業に係る検討を含む）

・ピアサポートに関する支援者向け研修会の開催

・一般住民や当事者等を対象としたリカバリーフォーラムの開催

・当事者向けのピア活動勉強会の開催

・モデル圏域で支援者向けの研修会の開催（県庁）

・コアメンバー（広域アドバイザー、県密着アドバイザー、モデル圏域保
健所、県庁）で振り返り及びまとめ
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート

岐阜県 中濃圏域（構築支援事業１年目）

市町村と圏域で連携した「にも包括」への取組の推進

圏域内には市町村における保健・医療・福祉による協議の場が未設置の市町がある。
設置している市町村の取組状況を共有しながら、各市町村の協議の場の設置及び協議
活動を推進する。また、協議内容から各市町村の課題を整理して圏域で共有し、圏域
全体のにも包括への取組を進めていきたい。
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中濃圏域

１ 圏域の基礎情報

基本情報

／

／

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場の設置状況（R5年3月時点）

都道府県 有 1 か所

障害保健福祉圏域 有 1 1 か所／障害圏域数

市町村 有 6 13 か所／市町村数

（自立支援）協議会の開催頻度（R4年度） （自立支援）協議会の開催頻度 1 回／年

精神領域に関する議論を
行う部会の有無

有

※期間相談支援センターは、R4.10時点 特定相談支援事業所数 29 か所

保健所数（R5年5月時点） 2 か所

相談支援事業所数 基幹相談支援センター数 13 か所

（R5年5月時点） 一般相談支援事業所数 12 か所

うち６５歳以上 人

退院率（R1年年度入院者）
※県全体

入院後３か月時点 67.1 ％

入院後６か月時点 84.1 ％

入院後１年時点 90.4 ％

うち６５歳未満 人

３か月以上１年未満 114 人

（％：構成割合） 16.9 ％

１年以上（％：構成割合）
456 人

67.6 ％

入院精神障害者数 合計 675 人

（R2年6月時点）
３か月未満（％：構成割合）

105 人

15.6 ％

精神科病院の数（R5年3月時点） 2 病院

精神科病床数（R5年3月時点） 705 床

市町村数（R5年5月時点） 13 市町村

人口（R5年4月時点） 355,578 人

障害保健福祉圏域数（R5年5月時点） 1 か所
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岐阜
市北方

町 岐南
町笠松
町

羽島
市

安八
町輪之内

町

大垣
市

養老
町

関ヶ原
町

垂井
町

池田
町神戸

町

大野
町

瑞穂
市

御嵩
町

大垣
市

東濃保健医療圏
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飛騨保健所

恵那保健所
東濃保健所

岐阜市保健所

岐阜保健所

可茂保健所

関保健所

西濃保健所
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアの構築支援事業 実施前の課題・実施後の効果等

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R４年度当初）

実績値
（R４年度末）

具体的な成果・効果

各市町村の保健・医療・福祉による協
議の場の設置

13市町村が
設置

6市町村が
設置済

既存の協議の場を活用し、6市町村
が設置済である。

圏域の保健・医療・福祉による協議の
場の設置及び開催

会議を1回
開催

会議を1回
開催

圏域内の関係機関の取組と課題に
ついて意見交換を行った。

中濃圏域
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３ 圏域の強みと課題

【特徴（強み）】
・圏域内の保健所管轄ごとに精神科病院があり、連携がとりやすい。
・障がい者総合支援の協議会の場などを通し、事業所と市町村との交流が積極的にある。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

圏域内の市町村によって「精
神障がいにも対応した地域包
括ケアシステムの構築に向け
た協議の場」の設置や推進状
況に違いがある

市町村数が多いため、保健所単位でワー
キンググループを開催し、地域の課題や取
組の共有を行い、重点課題を決定する。そ
の後、地域課題に合わせた研修会等必要
な方策を検討し適宜実施する、

行政 各機関のキーパーソンがワーキンググループ
に参加。

医療

福祉

その他関係機関・住民等

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和4年度末）

見込んでいる成果・効果

各市町村の保健・医療・福祉関係者による
協議の場の設置

6市町村 13市町村 圏域内全市町村の協議の場を設置し、関係機関の連
携の強化を図る。

保健所管轄ごとにワーキンググループの開
催

0回 1回以上 地域に密着したワーキンググループの開催で、地域
の重点課題の検討や取組の共有を行う。

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

中濃圏域
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中濃圏域

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
2つの保健所と県事務所が協働し、管内市町村の保健担当者・福祉担当者、精神科病院、相談支援事業所と
連携しながらにも包括の構築を推進

所管部署名 所管部署における主な業務

関保健所

関地域における精神の保健・福祉に関
する相談・通報対応、管轄内のネット
ワーク作り、地域の課題の明確化・共有、
協議の場の運営

可茂保健所

可茂地域における精神の保健・福祉に
関する相談・通報対応、管轄内のネット
ワーク作り、地域の課題の明確化・共有、
協議の場の運営
圏域のにも包括の年間評価の場の運営

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署名 連携部署における主な業務

中濃県事務所 障害者総合支援法に係る指導・監査

可茂県事務所
生活保護事務、障害者総合支援法に係
る指導・監査、障碍者総合支援推進会議
の運営
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中濃圏域

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等（課題・強み等）

中濃圏域障がい
者総合支援推進
会議

保健、医療、福祉関係機
関、行政担当者等

1回/年

・地域の現状について
共有

・県のにも包括の推進
状況ついて情報提供

・次年度の活動の方向
性の検討
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート

岐阜県 飛騨圏域（構築支援事業２年目）

保健・医療・福祉が協働した「にも包括」の構築に向けた取組を推進するた
めの基盤整備

令和5年度は、1市1村に協議の場が設置され、他市についても令和6年度の設置に
向けて計画を作成し、取組を進めている。

令和6年度は、各市村が「協議の場」を設置し、圏域と連携して課題や目標を明確に
しながら、圏域全体でPDCAを稼働させるための基盤整備に取り組む。
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飛騨圏域

１ 圏域の基礎情報

基本情報

／

／

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場の設置状況（R5年3月時点）

都道府県 有 1 か所

障害保健福祉圏域 有 1 1 か所／障害圏域数

市町村 有 1 4 か所／市町村数

（自立支援）協議会の開催頻度（R4年度） （自立支援）協議会の開催頻度 2 回／年

精神領域に関する議論を
行う部会の有無

有

※期間相談支援センターは、R4.10時点 特定相談支援事業所数 14 か所

保健所数（R5年5月時点） 1 か所

相談支援事業所数 基幹相談支援センター数 3 か所

（R5年5月時点） 一般相談支援事業所数 1 か所

うち６５歳以上 150 人

退院率（R1年年度入院者）
※県全体

入院後３か月時点 67.1 ％

入院後６か月時点 84.1 ％

入院後１年時点 90.4 ％

うち６５歳未満 89 人

３か月以上１年未満 68 人

（％：構成割合） 19.0 ％

１年以上（％：構成割合）
239 人

66.9 ％

入院精神障害者数 合計 357 人

（R2年6月時点）
３か月未満（％：構成割合）

50 人

14.0 ％

精神科病院の数（R5年3月時点） 2 病院

精神科病床数（R5年3月時点） 404 床

市町村数（R5年5月時点） 4 市町村

人口（R5年4月時点） 207,674 人

障害保健福祉圏域数（R5年5月時点） 1 か所

海津市

飛騨
市

高山
市

白川村

郡上
市

下呂市

中津川
市

東白川
村白川

町

揖斐川
町

本巣
市

山県市

関市

美濃
市

富加
町 美濃加

茂市坂祝
町

七宗
町

川辺
町

八百津
町

恵那
市

瑞浪
市

土岐
市

多治見
市

可児
市

各務
原市

岐阜
市北方

町 岐南
町笠松
町

羽島
市

安八
町輪之内

町

大垣
市

養老
町

関ヶ原
町

垂井
町

池田
町神戸

町

大野
町

瑞穂
市

御嵩
町

大垣
市

東濃保健医療圏

中濃保健医療圏

西濃保健医療圏

飛騨保健医療圏

岐阜保健医療圏

飛騨保健所

恵那保健所
東濃保健所

岐阜市保健所

岐阜保健所

可茂保健所

関保健所

西濃保健所
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアの構築支援事業 実施前の課題・実施後の効果等

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R４年度当初）

実績値
（R４年度末）

具体的な成果・効果

各市村の保健・医療・福祉関係者による協
議の場が設置できる。

４市村が設置 ０市村が設置 令和４年度末時点では、協議の場になり
うる会議体への設置および設置に向けた
準備、令和６年度の新規の設置に向けた
準備、既存の３つの会議体に設置する等、
具体的な計画のもと取組を進めてきたが、
いずれも令和５年度当初での設置となっ
た。

飛騨圏域
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３ 圏域の強みと課題

【特徴（強み）】
地域課題解決に向けた“にも包括”における協議の場に高い需要性がある。また、圏域のアドバイザーを含み、
地域の特性を理解した各市村や精神科病院、保健所とのネットワーク体制があるため、積極的な取り組みがで
きている。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

設置済み及び準備段階の市
においても、イメージする協議
の場の特色や地域課題に差
異があるため、進捗が大きく
異なる。

・圏域の全体会で課題の明確化、目標の共
有を行う。
GWを設け、保健医療福祉関係者が密に話
し合える場を作る。

行政 ・保健・医療・福祉関係者による協議の場への
参画。

医療

福祉

その他関係機関・住民等

事務局の進捗管理などにおけ
る負担が大きい。

・プロセスシートや協議の場運状況の共有
を適宜行い、助言や意見交換を行う。

・必要に応じてヒアリングや個別フォローを
行う。

行政 ・各市村の困っていることを把握、個別フォロー
を行う。

・設置、運営の充実を図る持続可能な研修会
（案）を検討する。

医療

福祉

その他関係機関・住民等

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和4年度末）

見込んでいる成果・効果

にも包括における保健・医療・福祉関係者に
よる協議の場の設置

２ ０ 圏域及び市村の協議の場設置及び運営の充実。

設置済みの市村については、協議の場の開
催

０ ０ 協議の場において、地域の特性を考慮した基盤整備
を行うことで、持続可能な協議の場の運営と充実。

飛騨圏域
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飛騨圏域

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
圏域と市の協議の場が重層的な体制として連動した取り組みを進め、地域課題の共有や対策について検討で
きる「にも包括」の構築を推進する。

所管部署名 所管部署における主な業務

飛騨保健所

圏域の協議の場の運営
地域移行に関すること
自殺予防対策に関すること
精神保健福祉に関する相談業務
緊急対応事例に関すること

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署名 連携部署における主な業務

飛騨県事務所 福祉課 地域福祉の推進・調整に関すること
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飛騨圏域

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

・協議の場において、事務局を福祉の担当者１人ではなく、官民協働における進捗管理や、市の縦割り感が強い保健への呼びかけ
方、３つの協議体を「にも包括」における協議の場とする市へ、協議の場の運営と充実を図るための助言等いただきたい。

名称 協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等（課題・強み等）

担当者・支援者
研修会

にも包括構築支援事業アド
バイザー、管内精神科病院
の精神保健福祉士、相談支
援事業所、市村精神保健福
祉担当者、保健所

２回/年

・アドバイザーによる飛騨
圏域と似た地域の事例の
情報提供。

・昨年度の東濃圏域の取
組の情報提供、設置に置
いての工夫。

協議の場の設置を見据えて形骸化しな
いための工夫やシステムについて理解
を深めた。

飛騨圏域精神障が
いケア部会

にも包括構築支援事業アド
バイザー、管内精神科病院
の精神保健福祉士、相談支
援事業所、市村精神保健福
祉担当者、保健所

２回/年

市町村の協議の場設置に
係る進捗状況、課題の確
認。
今年度の高t区支援事業

のまとめと来年度の方針
を共有。

令和5年度の動きの見通しが持てた。
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